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１　施設の概要

～

人 人 人

指定管理者制度導入施設評価票

評価対象年度 令和５年度

施 設 名 秋田県立田沢湖スポーツセンター 設 置 年 平成

所 在 地 仙北市田沢湖生保内字下高野７３－７５

指 定 管 理 者 田沢湖高原リフト株式会社

県 所 管 課 スポーツ振興 調整・スポーツ活性化 チーム

新秋田元気創造プランや各分野の個別計画等における施設の位置付け・目標

　「第４期秋田県スポーツ推進計画」に掲げる、本県の競技力向上やスポーツに親
しむ環境整備を行うための施設としてだけでなく、体育館や陸上競技場等に宿泊
施設を併設し、県内外から合宿等を受け入れ可能であり、スポーツのみならず交
流人口の拡大にも資する施設である。

新秋田元気創造プランや各分野の個別計画等における目標を達成するための
取組として施設に求められているもの

　競技力の向上、ライフステージに応じた多様なスポーツ活動の促進、子どものス
ポーツ機会の充実による運動習慣の確立と体力の向上、スポーツのみならず各種
合宿や大規模イベントの開催等を通じた地域づくりと交流人口・関係人口の拡大
を推進すること。

施設の面積 敷地面積：226,505.04㎡　楯床面積：3,385.94㎡　延床面積：6,506.79㎡

主な設置施設 宿泊棟・体育館・陸上競技場・ラグビー場・サッカー場・ジャッジハウス

料金制 有 (利用料金併用制)

料金設定 別紙資料等による

サウンディング実施対象施設※ ×

指定期間 令和3年4月1日 令和8年3月31日

営業期間・時間 通年営業　　開場時間　８：００～２１：００

1)スポーツセンターに係わる使用許可、使用取り消し並びに使用制限及び停止に
関すること。
2) スポーツセンターの施設及び設備の維持管理関すること。
3)スポーツセンターの利用を通じたスポーツの普及振興に関すること。
4)前号に掲げた他、スポーツセンターの管理に関して秋田県が必要とする業務。

直近３年の年間利用者数 Ｒ３ 15,455 Ｒ４ 21,107 Ｒ５ 24,882

千円

直近５年の収支決算（単位：千円） Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

収入　計 70,960 55,618 58,637 55,198 60,650

直近３年の年間利用収入 Ｒ３ 15,291 千円 Ｒ４ 24,114 千円 Ｒ５ 29,728

利用料金収入 41,223 12,498 15,291 24,114 29,728
指定管理料 28,232 38,338 40,622 29,053 29,053
その他収入 1,505 4,782 2,724 2,031 1,869

支出　計 74,380 67,499 69,963 72,334 72,214

人件費 37,215 37,215 36,249 38,146 39,066
光熱水費 13,443 11,892 13,871 17,169 16,926
修繕費 1,385 1,370 1,382 994 1,089
外部委託費 3,510 3,510 3,323 3,413 4,067
その他経費 18,827 13,512 15,138 12,612 11,066

差　引 ▲ 3,420 ▲ 11,881 ▲ 11,326 ▲ 17,136 ▲ 11,564

※単年度維持管理・運営費が１億円以上の公募施設について、民間事業者の意見を参考に運営手法や公募要件を
　 検討するため、指定期間終了の３年前にサウンディング（官民対話）を実施する。

設置目的 　スポーツの普及振興を図り、もって県民の心身の健全な発達に寄与する。

県の施策上の
施設の位置付け

指定管理業務の内容

自主事業の内容
・バスケットボール・・・・・・・・・　14回
・小学生夏休み宿泊体験教室　1回
・小学生バレーボール・・・・・・・ 1回

- 1 -



２　観点ごとの評価

【ポイント】
　施設の設置目的（施設の目指す姿）を達成するための取組がなされ、その効果があったか。

しょうさい

○指定管理者による実績報告

＜観点Ⅰ＞の評価

＜観点Ⅰ＞　施設の設置目的（施設の目指す姿）の達成に関する取組

○指定期間における運営方針・施設の利用目標

（Ｒ６年度以降に指定管理を開始・更新する施設から基本協定書に定めることとなっているため、それまでは
記載不要）

○目標の設定（毎年度、県と指定管理者が協議の上、業務計画書に定める目標）

令和５年度
の目標

利用者総数　31，500人　　（宿泊者13,500人・日帰り利用者18,000人）

実績 24,882人 達成率 78.9%

　前年における学校への営業活動と併せて新規利団体への営業活動及び
コロナウィルスが第５類に緩和されたこともあり、上半期においては学校研
修や主催事業の利用者も増加し、前年比で宿泊者で2,610人の増加とな
り、下半期は雪不足などでスキー大会中止などの影響を受け291人減少し、
トータル2,319人増加(126%)し、回復傾向見られた。

年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度

目標 34,000 32,500 31,000

【評価基準】次の基準により評価。基準によらず各区分に相当すると認められる場合は、コメント欄に理由を付すこと。
　また、施設の設置目的（施設の目指す姿）を達成するための、指定期間における運営方針・施設の利用目標につい
て、指定期間開始年度から評価対象年度までの達成状況をコメント欄に記載すること。
　Ａ：目標達成（数値目標の場合は100%以上）
　Ｂ：A及びC以外
　Ｃ：目標達成に向けて改善が必要（数値目標の場合は80%未満）

の目標
（設定根拠）

設定根拠
令和５年度の実績を踏まえ、少しずつですが増加を見込める状況で、関
東・仙台方面の大学・団体並びに中学校研修や県内の学校や各種団体等
への営業活動を強化することで設定。

※指標が複数ある場合は欄を適宜追加すること。

評価者 評価 コメント

指定管理者 Ｃ

　コロナウイルス感染症が緩和されたことにより、上半期は順調に学校研修やじ
自主事業当が順調に増加に転じたが、下半期においては雪不足等の影響で
大会中止などや一般利用者の減少したこともありもあり、目標の78.0%にとど
まった。

令和５年度
の実績

直近３年
の実績

評
価
欄

県
（所管課） Ｃ

　利用者が前年度よりも上回り、回復傾向であるが、主な利用者は学校関係者
が多く、まだ目標達成までは多くの利用者増加が必要であるため、学校関係者
以外の利用者の増も目指して努めていただきたい。

実績 13,450 15,455 21,407

達成率 39.6% 47.6% 69.1%

令和６年度
目標 利用者総数 33,500人 (宿泊15,000人18,500人)

具体的な
取組と

その効果
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【ポイント】
　サービスの質を維持・向上するための具体的な取組がなされ、その効果があったか。

○指定管理者による実績報告

＜観点Ⅱ＞の評価

　（１）経費の低減
【ポイント】

○指定管理者による実績報告

　（２）収入の増加　※指定管理料制施設を除く
【ポイント】
　収入を増加するための具体的な取組がなされ、その効果があったか。

○指定管理者による実績報告

＜観点Ⅱ＞　施設の有効性（利用者の満足度）の向上に関する取組

実績 89.9%

具体的な
取組と

その効果

・アンケートの意見内容を把握し、会議に諮り具体的な対応を図っている。
・修繕等には即時対応し、経費の嵩む事案に対しては優先順位を付け対応。
・築１８年たった今でも整備・清掃なされていると評価を得ている。

Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度

91.3% 93.7% 87.4%

評価者 評価 コメント

指定管理者 Ａ 　昨年度及び今年度のアンケートを基に必要な限り改善に努め、昨年を２．５ポ
イント上回る評価を得ることができた。

県
（所管課） Ａ

　直近３カ年を含む満足度は、評価Ａ基準を満たしており、寄せられた意見・要
望を可能な限り施設運営に反映する取組が、高い満足度につながっていると
評価できる。

【評価基準】次の基準により評価を行う。基準によらず各区分に相当すると認められる場合は、コメント欄に理由を付すこ
と。
　Ａ：満足度80%以上　　Ｂ：A及びC以外　　Ｃ：満足度60%未満

＜観点Ⅲ＞　効率性の向上等に関する取組

　施設の管理運営（指定管理業務）に関し、経費を効率的に低減するための十分な取組がなされ、その効
果があったか。

経費の
低減実績

　全体の収入として利用者が増加分9.8%増加した。支出については最低賃
金の改定で多くなったが、全体的にコスト節減することができ32.5%削減を
図った。

具体的な
取組と

その効果

　光熱費に関しては、令和４年度同様節約を徹底し、修理等に関しては事
前整備や点検を実施、購入物も低廉且つ数量を最小に押さえるなど経費
の節減を図った。

※費用の総額では効果が計れない場合は、例えば利用者１人当たりの単価を算出する方法等も考えられる。

収入の
増加実績

　宿泊利用者は前値比で2,319人の増加となり、利用料金では23.2%の増加
となった。コロナ前の回復傾向が徐々に見られてきた。

具体的な
取組と

その効果

　教育旅行や学校研修の誘致を推進するため、活動プログラムの開発や指
導体制を整え、受け入れ体制の充実を図ったことにより、予約・利用者数の
増加につながった。

利用者満足度
令和５年度

の実績

利用者満足度
の状況

（直近３年）

評
価
欄

令和５年度
の実績

令和５年度
の実績
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＜観点Ⅲ＞の評価

【ポイント】

○指定管理者による実績報告

＜観点Ⅳ＞の評価

評価者 評価 コメント

指定管理者 Ｂ
　経費についてはスタッフ一同こまめな節減に努めることができ、収入について
はコロナ感染症も落ち着きが見られたこともあり学校研修・主催行などの宿泊
利用者が25.6%増となり、経費についても改善した。

県
（所管課） Ｂ

　節減の効果も見られ、光熱水費の減及び全体の支出費も減少となっているこ
とから、引き続き節減の取組を努めていただきたい。
　収入の増加について、目標推知の達成及び収入の増加を目指していただき
たい。

【評価基準】　次の基準により評価を行う。基準によらず各区分に相当すると認められる場合は、コメント欄に理由を付す
こと。
Ａ：（１）経費の低減、（２）収入の増加とも前年比で５％以上改善
Ｂ：A、C以外
Ｃ：（１）経費の低減、（２）収入の増加とも前年比で５％以上悪化

＜観点Ⅳ＞　公の施設にふさわしい適正な管理運営に関する取組

評価者 評価 コメント

指定管理者 Ｂ
　令和５年度の実績は、前年比で宿泊者2,319人の増加、・日帰り利用者は
1,156人増加した。収支についても改善にされたが、黒字まではいかず今後は
さらに管理運営をし、適切な業務を行う。

　施設の管理運営（指定管理業務）の適切な実施に向けた具体的な取組がなされ、その効果が
あったか

県
（所管課） Ｂ

　前年度と比較して利用者数・利用料金収入ともに増加し、改善の兆しが見え
る。引き続き営業活動等を実施し、利用者層の拡大を図ることで、収益力の向
上や施設利用を促進し、適正な管理運営に努めていただきたい。

【評価基準】　Ａ：順調（改善点なし）、Ｂ：概ね順調（重大な問題点なし）、Ｃ：改善が必要（重大な問題点あり）
　県（所管課）の評価においては、モニタリング結果を踏まえて評価を行う。

評
価
欄

令和５年度
の実績

１．管理運営に当たって
　　基本方針に従って、県民や利用者ニーズを把握し、要望や意見（アンケート等）に迅
速に対応し、各種自主事業や学校研修等に積極的に取り組んだ。
２．職員の資質向上について
　　施設の管理運営に対し、適切な人員配置を行い各人のスキルアップを含めた研修や
接遇マナー研修などを受講し、送迎・除雪のためてサービス向上に努めたほか、大型・
大賀型特殊免許を取得させた。
３．施設における安全管理等の対策について
　　日頃より施設点検を実施するとともに結果を踏まえた修理を施し、利用者に安全安心
できる施設としている。
４．安全管理及び危機管理等について
　　緊急対応マニュアルを作成し、防犯・防災及び緊急時の　緊急連絡体制を整え利用
者が安全に利用できるよう実施している。
また、クマ対策については、動物駆逐煙火の資格を２名取得して、団体等の行動前に使
用するほかに爆竹・鈴等を携帯するようにして対策をとっている。

評
価
欄
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【県の施策達成に向けた県所管課の施設運営に対する考え方】

※全施設記載

【外部有識者委員会による評価（提言）：令和　年度実施】　

※今年度評価対象施設は、外部有識者委員会終了後、行政経営課が記載の上公表する。

 　（県の施策達成に向けた県所管課の施設運営に対する考え方を踏まえてコメントを記載）

【外部有識者委員会による評価（提言）を踏まえた今後の対応方針：令和　年度策定】

○県の施策の達成状況（施設を運営することで、県の施策がどの程度達成されたか等）

○施設運営の課題

○今後の方向性（県の施策の達成状況や課題を踏まえて、今後所管課としてどのように対応していくか等）

評価（提言）

○施設の管理運営状況について（＜観点Ⅰ＞～＜観点Ⅳ＞に対するコメントを記載）

　県民のスポーツ利用により、競技力の向上や多様なスポーツ活動の促進、子どものスポーツ機会の充実が
図られているほか、指定管理者が営業活動等を行い、新規ユーザー層の開拓に取り組んでおり、幅広い世
代の集客による交流人口の拡大に寄与している。

　築後１８年が経過し、施設や設備機器等の経年劣化が見られることから、修繕・更新を計画的に行う必要が
ある。
　また、宿泊施設に冷房機器が設置されていないことから、夏場の誘客に影響がでている。

　指定管理者と連携し、効果的な施設運営を行いながら、平日利用者の増加を見込める大会やイベントの誘
致・開催のほか、日帰りでも気軽に利用できるような環境を整備することなどにより、更なる施設利用を促進
し、幅広い世代による施設の有効活用を図る。

○県の施策達成に向けた施設運営について

今後の対応方針

指定管理者（施設の管理運営等について今後の対応方針を記載）

県所管課（県の施策達成に向けた施設運営等について今後の対応方針を記載）
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【今後の対応方針の進捗状況について】

※今後の対応方針策定済みの施設について、策定翌年度の評価対象年度から記載

今後の対応方針の進捗状況

指定管理者（施設の管理運営等について今後の対応方針に係る進捗状況を記載）

県所管課（県の施策達成に向けた施設運営等について今後の対応方針に係る進捗状況を記載）
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○秋田県立田沢湖スポーツセンター条例

平成十年十月九日

秋田県条例第四十四号

秋田県立田沢湖スポーツセンター条例をここに公布する。

秋田県立田沢湖スポーツセンター条例

(設置)

第一条　スポーツの普及振興を図り、もって県民の心身の健全な発達に寄与するため、秋田県立田沢湖ス

ポーツセンター(以下「センター」という。)を仙北市田沢湖生保内字下高野七十三番地の二に設置す

る。

(平一七条例八二・平一八条例三九・一部改正)

(使用の許可)

第二条　センターを使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2　知事は、前項の許可にセンターの管理上必要な限度において条件を付することができる。

(平二一条例八八・一部改正)

(使用の許可の取消し等)

第三条　知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若

しくは停止させることができる。

一　不正な行為により使用の許可を受けたとき。

二　使用の目的を変更したとき。

三　知事の指示に従わなかったとき。

四　前三号に掲げるもののほか、センターの管理上支障が生じたとき。

(平一七条例八二・追加、平二一条例八八・一部改正)

(使用料の徴収)

第四条　センターを使用する者から、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。

2　使用料は、センターを使用させるときに徴収する。ただし、知事は、特別の理由があると認める者につ

いては、使用料を後納させることができる。

(平一七条例八二・旧第三条繰下)

(使用料の減免)

第五条　知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(平一七条例八二・旧第四条繰下)

(使用料の不還付)

第六条　既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、知事は、使用者の責めに帰することができない理

由によりセンターを使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一

部又は全部を還付することができる。

(平一七条例八二・旧第五条繰下)

(指定管理者による管理)

第七条　センターの管理は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」とい

う。)に行わせることができる。

(平一七条例八二・全改、平二一条例八八・一部改正)

(指定管理者の業務)

第八条　指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

一　使用の許可、使用の許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務

二　施設及び設備の維持管理に関する業務

三　センターの利用を通じたスポーツの普及振興に関する業務

四　前三号に掲げるもののほか、センターの管理に関し知事が必要と認める業務

2　前条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第二条及び第三条の規定の適用

については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平一七条例八二・追加、平二一条例八八・一部改正)

(管理の基準)

第九条　指定管理者は、前条第二項の規定により読み替えて適用される第三条に定めるもののほか、開場

時間及び休業日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従ってセンターの管理を行わなければ

ならない。

(平一七条例八二・追加、平二一条例八八・一部改正)

(利用料金の収受)

第十条　第七条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、センターを

使用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。この場合において、第四条から第六
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条までの規定は、適用しない。

(平一八条例三九・追加)

(利用料金の承認)

第十一条　利用料金は、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更する

ときも、同様とする。

2　知事は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次に掲げる基準に適合し

ていると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

一　別表の規定を基準として定められていること。

二　第八条第一項各号に掲げる業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものであること。

三　特定の使用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3　知事は、第一項の承認をしたときは、当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4　指定管理者は、第一項の承認を受けた利用料金をセンターにおいて公衆の見やすいように掲示しておか

なければならない。

(平一八条例三九・追加)

(利用料金の減免)

第十二条　指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。

(平一八条例三九・追加)

(利用料金の不還付)

第十三条　指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管

理者は、使用者の責めに帰することができない理由によりセンターを使用することができなくなった場

合その他特に必要があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(平一八条例三九・追加)

(規則への委任)

第十四条　この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例八二・旧第八条繰下、平一八条例三九・旧第十条繰下、平二一条例八八・一部改正)

附 則

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行

する。

(平成一〇年教委規則一四号で平成一〇年一一月一日から施行)

附 則(平成一二年条例第一一五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年条例第八二号)抄

1　この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。

一　略

二　第五条中秋田県田沢湖スキー場設置条例第一条の改正規定(「仙北郡田沢湖町生保内」を「仙北市田

沢湖生保内」に改める部分に限る。)及び第十一条中秋田県立田沢湖スポーツセンター条例第一条の改

正規定　平成十七年九月二十日

附 則(平成一八年条例第三九号)

1　この条例は、平成十八年十一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2　この条例による改正後の秋田県立田沢湖スポーツセンター条例第十一条の規定による利用料金の承認に

関する手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

附 則(平成二一年条例第八八号)抄

(施行期日)

1　この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

12　この条例の施行により知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るこの条例の施行前に秋田県

教育委員会がした手続その他の行為又は秋田県教育委員会に対してされた手続その他の行為は、知事が

した手続その他の行為又は知事に対してされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成二六年条例第三九号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年条例第六九号)

1　この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2　この条例による改正後の秋田県立田沢湖スポーツセンター条例別表に規定する審判棟に係る同条例第十

一条の規定による利用料金の承認に関する手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

附 則(平成二八年条例第三七号)
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この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十六号)の施行の日(平成二十八

年四月一日)から施行する。

附 則(平成三一年条例第一一号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第四条、第十一条関係)

(平一七条例八二・平一八条例三九・平二六条例三九・平二七条例六九・平二八条例三七・平三一

条例一一・一部改正)

一　施設使用料

(一)　宿泊室等の使用料

区分 使用の単位 使用料の額

宿泊室 宿泊

のた

めに

使用

する

場合

中学校生徒及び小学校

児童

一人一泊につき 一、八三〇円

高等学校生徒 二、二六〇円

大学の学生 二、五八〇円

一般 二、九〇〇円

休憩のために使用する場合 一人一回につき 三一〇円

キャンプ場 宿泊 一人一泊につき 三三〇円

日帰り 一人につき 二一〇円

浴室 小学校児童 一人一回につき 二一〇円

一般(大学の学生、高等学校

生徒及び中学校生徒を含

む。)

四二〇円

備考

一　この表における「中学校生徒」、「小学校児童」、「高等学校生徒」及び「大学の学生」には、

それぞれこれらの者に準ずる者を含むものとする。

二　宿泊室を宿泊のために使用する場合において、小学校就学の始期に達するまでの者(以下「幼児」

という。)が別に宿泊用具を使用するときは、当該幼児を小学校児童とみなす。

三　暖房設備の使用期間において宿泊室を宿泊のために使用する場合の使用料の額は、この表に定め

る額に三百九十円を加算した額とする。

四　宿泊室を休憩のために使用する場合の使用料及びキャンプ場の使用料は、幼児からは、徴収しな

い。

五　浴室の使用料は、宿泊室を宿泊のために使用する者からは、徴収しない。

(二)　陸上競技場等の使用料

区分 使用の単位 使用料の額

陸上競技場 貸切使用 一時間につき 二、一四〇円

ラグビー場 貸切使用 一時間につき 二、一四〇円

サッカー場 貸切使用 一時間につき 二、一四〇円

多目的運動広場 貸切使用 一時間につき 二、一四〇円

球技場 貸切使用 一時間につき 二、一四〇円

テニスコート 貸切使用 一面一時間につき 三六〇円

体育館 貸切使用 一面一時間につき 二、九三〇円

貸切使用以外の使用 一人一時間につき 一一〇円

研修室 貸切使用 一室一時間につき 三七〇円

審判棟会議室A 貸切使用 一時間につき 四三〇円

審判棟会議室B 貸切使用 一時間につき 一三〇円

審判棟会議室C 貸切使用 一時間につき 四六〇円
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審判棟会議室D 貸切使用 一時間につき 二一〇円

備考

一　この表に定める使用料は、宿泊室を宿泊のために使用する者からは、徴収しない。

二　使用時間が一時間未満であるときは一時間とし、使用時間に一時間未満の端数があるときは当該

端数を一時間とする。

三　体育館を貸切使用によらず使用する場合の使用料は、幼児からは、徴収しない。

二　附属設備使用料

区分 使用の単位 使用料の額

キャンプ用具 一式一泊につき 一、二八〇円

オーバーヘッドプロジェクター 一式一回につき 五三〇円

ビデオテープレコーダー付きDVDプレーヤー 一式一回につき 五三〇円

プロジェクター 一式一回につき 一、八三〇円

資料提示装置 一式一回につき 一、二六〇円

備考　使用時間が一時間未満であるときは一時間とし、使用時間に一時間未満の端数があるときは当該

端数を一時間とする。

三　体育館及び審判棟の暖房使用料

区分 使用の単位 使用料の額

体育館 一面一時間につき 一、一五〇円

審判棟 一室一時間につき 八〇円

備考　使用時間が一時間未満であるときは一時間とし、使用時間に一時間未満の端数があるときは当該

端数を一時間とする。
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